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資料編 

１ 「かわまちづくり」支援制度実施要綱 

 

第１  目的 

 こ の要綱は、河口から 水源地まで様々な姿を見せる河川と それに繋がるまちを 活性化するため、

地域の景観、 歴史、 文化及び観光基盤などの「 資源」 や地域の創意に富んだ「 知恵」 を 活かし 、

市町村、 民間事業者及び地元住民と 河川管理者の連携の下、 実現性の高い水辺の整備・ 利用に係

る取組みを 定める「 かわまちづく り 計画」 の作成及び「 かわまち づく り 」 支援制度（ 以下「 支援

制度」 と いう 。） への登録等に係る事項を規定し 、 河川管理者が「 かわまちづく り 」 の取組みを 支

援し 、 河川空間と まち空間が融合し た賑わいある良好な空間形成を 目指すこ と を目的と する。  

 

第２  定義 

１ ． こ の要綱において「 かわまちづく り 」 と は、 河川空間と まち空間が融合し 、 賑わいある ま

ち づく り による地域活性化に資する良好な空間形成を 目指す取組みを いう 。  

２ ． こ の要綱において「 かわまちづく り 計画」 と は、 支援制度に登録するため、「 かわまちづく

り 」 の実現に向けて推進主体が作成する計画を いう 。  

３ ． こ の要綱において「 ソ フ ト 施策」 と は、「 かわまちづく り 」 の実現に向けて推進主体と 連携

し て検討を 実施するこ と や、 河川敷地占用許可準則（ 平成２ ８ 年５ 月３ ０ 日国水政第３ ３

号）（ 以下「 準則」 と いう 。） 第２ ２ による都市・ 地域再生等利用区域の指定を するこ と な

ど、 柔軟な提案・ 発想を活かし て、 河川管理者が支援する施策を いう 。  

４ ． こ の要綱において「 ハード 施策」 と は、「 かわまちづく り 」 において河川管理者が推進主体

と 連携し て、 まち 空間と 融合し た賑わいある 良好な河川空間を創出する ために、 治水上の

安全・ 安心に寄与すると と も に、 河川空間を 活用し 賑わいを 創出するこ と で地域活性化に

寄与する河川管理施設を整備する施策を いう 。  

５ ． こ の要綱において「 民間事業者」 と は、 次のいずれかに該当する者をいう 。  

一 準則第２ ２ の規定に基づき 、 都市・ 地域再生等利用区域の占用主体と し て指定を 受けてい

る 者 

二 河川法第２ ０ 条の規定に基づき 、 河川管理者の承認を 受けて、 河川区域内において賑わい

ある良好な河川空間の形成に資する施設を 整備し よう と する者で、 当該施設の整備・ 利用

について市町村長の同意を 得ている者 

三 河川区域に隣接する土地において、 賑わいある良好な河川空間を 形成するための施設の整

備・ 利用等を実施し よう と する者で、 当該施設の整備・ 利用等について市町村長の同意を

得ている者 

 

第３  対象河川 

 支援制度の対象と なる河川は、 一級河川、 二級河川及び準用河川と する。  
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第４  推進主体 

 河川管理者と 連携し て「 かわまちづく り 」 を 推進する主体は、 次の各号のいずれかに該当する

も のと する。  

１ ． 市町村 

２ ． 市町村及び民間事業者 

３ ． 市町村を 構成員に含む法人格のない協議会 

４ ． 民間事業者 

 

第５  登録要件 

 支援制度の登録を 受けるこ と ができ る要件は、「 かわまちづく り 計画」 の対象と なる河川が次の

各号のいずれかに該当するも のと する。  

１ ． 歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画など国によ る認定が個別法で規定さ れてお

り 、 まちづく り と 一体的に良好な河川空間を 整備し 、 その利活用を 図る必要がある河川 

２ ． 都市再生整備計画や地方再生計画など国による 認定が個別法で規定さ れており 、 地域活性

化や地域振興に関する計画等において、 まちづく り と 一体的に良好な河川空間を 整備し 、

その利活用を 図る必要がある河川 

３ ． 中心市街地活性化、 国家戦略特区、 地方創生特区及び環境モデル都市など国と し て積極的

に支援し ている地域活性化施策に関連し て良好な河川空間を 整備し 、 その利活用を 図る必

要がある河川 

４ ． 推進主体が河川空間と 一体と なっ たまちづく り を 行う ために自ら が整備・ 活用を 計画し 、

賑わいある良好な河川空間形成のための諸活動を行っ ている 等、 推進主体の熱意が特に高

く 、 地域活性化に資する河川整備を行う 必要がある河川 

 

第６  「 かわまちづく り 計画」 の作成等 

１ ． 支援制度の登録を 受けよう と する推進主体は、 河川管理者と 共同で、 別途定める様式によ

り 「 かわまちづく り 計画」 を 作成するも のと する。  

２ ．「 かわまちづく り 計画」 に定める内容は次のと おり と する。  

（ １ ） 水辺と まちづく り に関する 基本方針、 地域活性化や賑わいあるまちづく り に資する定量

的目標 

（ ２ ） 支援事業の内容（ ソ フ ト 施策、 ハード 施策）  

（ ３ ） 推進体制 

（ ４ ） 準則２ ２ による都市・ 地域再生等利用区域の指定に関する取組 

（ ５ ） 維持管理計画 

（ ６ ） その他特筆すべき 事項 

３ ． 推進主体が「 かわまちづく り 計画」 の作成や「 かわまちづく り 」 の推進にあたっ て生じ た

課題を相談でき るよう に、 国土交通本省及び地方支分部局に窓口を 設ける。  

 

第７  「 かわまちづく り 計画」 の登録 

１ ． 推進主体は、 河川管理者と 共同で「 かわまちづく り 計画」 を 作成し 、 対象河川を 管轄する
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各地方整備局長、 北海道開発局長、 沖縄総合事務局長を 経由し て、 水管理・ 国土保全局長

に支援制度への「 かわまちづく り 計画」 の登録を申請するこ と 。  

２ ． 水管理・ 国土保全局長は、「 かわまちづく り 計画」 の内容について、 実施の定量的目標、 地

域活性化や賑わいあるまちづく り に資する効果、 市町村、 民間事業者及び地域住民の「 か

わまちづく り 」 の実現に向けた熱意の高さ 、 関係者の役割分担と 実施体制の確保等の実現

可能性・ 継続性を 勘案し た上で、 実現可能性等が高いと 判断し た「 かわまちづく り 計画」

について支援制度に登録する。  

なお、 準則２ ２ によ る都市・ 地域再生等利用区域の指定に関する取組の内容について、 確

認を 行う も のと する。  

３ ． 水管理・ 国土保全局長は、 支援制度に登録し た場合は、 申請し た推進主体に対し て登録証

を 交付する。  

 

第８  「 かわまちづく り 計画」 の変更 

１ ． 推進主体は、 支援制度への登録を 受けた後に、「 かわまちづく り 計画」 の内容について重要

な変更の必要が生じ た場合は、「 かわまちづく り 計画」 の変更を 行う 。  

２ ．「 かわまちづく り 計画」 については、 地域の状況を 踏まえ、 計画登録後または変更登録後、

少なく と も ５ 年以内に登録内容及び取組み状況を、推進主体と 河川管理者と 共同で検証し 、

必要に応じ 計画の変更を行う 。  

３ ． 変更の手続き については、 第７ の規定を準用する。  

 

第９  「 かわまちづく り 計画」 の登録の取り 消し  

 水管理・ 国土保全局長は、 推進主体及び「 かわまち づく り 計画」 の内容が、 次の各号のいずれ

かに該当する場合は、 支援制度への「 かわまちづく り 計画」 の登録を取り 消す。  

１ ． 推進主体に民間事業者が含まれる場合、 その民間事業者が第２  ５ ． の要件に該当し ない

と 水管理・ 国土保全局長が認める場合 

２ ．「 かわまちづく り 計画」 の対象と なる河川が、 第５  登録要件に該当し ないと 水管理・ 国土

保全局長が認める場合 

３ ． 第７  ２ ． で勘案し た事項の状況に変化が生じ 、「 かわまちづく り 計画」 の実現可能性が低

いと 水管理・ 国土保全局長が認める場合 

 

第１ ０  河川管理者が行う 支援 

 河川管理者は、 支援制度に登録さ れた「 かわまちづく り 計画」 に基づき 、 次に掲げる「 ソ フ ト

施策」、「 ハード 施策」 を行う 。  

１ ． ソ フ ト 施策 

 河川管理者は、 推進主体の柔軟な提案・ 発想を尊重し 、 次の項目に積極的に取り 組む。  

一 推進主体と 連携し 、「 かわまちづく り 」 の実現に向けて必要と なる調査・ 検討を 実施 

二 全国の良好な整備事例やその後の活用について、 推進主体に情報を提供 

三 地域活性化の観点から オープンカ フ ェ やド ローンポート 、地域が主体と なっ て実施する イ

ベント 施設の設置等、 河川空間を 活かし た賑わい創出に寄与し 、 地域のニーズに対応し た
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河川敷地の多様な利用を可能と するため、 準則２ ２ による 都市・ 地域再生等利用区域の指

定等を支援 

２ ． ハード 施策 

 河川管理者は、 まちづく り と 一体と なっ た治水上の安全・ 安心に寄与する 河川管理施設であ

る と と も に、 河川空間を活用し 賑わいを 創出するこ と で、 地域活性化に寄与する河川管理施設

の整備を 、 事業着手後、 概ね５ カ 年で積極的に推進する。  

 

第１ １  河川整備計画等と の整合 

 河川管理者は、「 かわまち づく り 計画」 に基づき 整備する河川管理施設については、 河川整備計

画（ 未策定河川については、 工事実施基本計画又は河川改良工事全体計画、 準用河川においては

準用河川改修計画等） と の整合を 図るも のと する。  

 

第１ ２  良好な空間の保全 

 推進主体及び河川管理者は、「 かわまちづく り 計画」 により 整備さ れた良好な空間の保全のため

に、 関係施設の適正な維持管理を 行わなければなら ない。  

 洪水による災害を 防除するために設置さ れた施設以外の維持管理については、 推進主体と 河川

管理者等が協議し 、 予め適正な管理の方法を 定めるも のと する。  

 

第１ ３  その他 

１ ．「 かわまちづく り 計画」 の作成及び事業の実施にあたっ ては、 関連するまちづく り の計画等

と の調和に配慮する と と も に、 相互に円滑な推進が図ら れるよう に十分に調整を 行う も の

と する。  

２ ． 民間事業者が推進主体と なり 、「 かわまちづく り 計画」 の作成、 登録及び事業を 実施し よう

と すると き は、 河川管理者及び市町村を 含むかわまちづく り に関する協議会等を 設置し 、

地域の合意を 図ら なければなら ない。  

３ ． その他こ の要綱の実施に必要な事項については、 別途定める。  

 

附則 

１ ． こ の要綱は、 令和５ 年４ 月１ 日から 施行する。  

２ ． 平成２ ８ 年２ 月１ ０ 日付国水環第１ ０ ９ 号で通知し た「 かわまちづく り 」 支援制度実施要

綱は廃止する。 なお、 廃止前の要綱に基づき 行われている事業（ 附則２ に基づき 、 平成２

１ 年４ 月１ 日付国河環第１ １ ７ 号及び平成２ ２ 年４ 月１ 日付国河環第１ ２ ６ 号で通知し た

「 かわまちづく り 」 支援制度実施要綱を適用し ている事業を 含む。） については事業完了ま

で、 廃止前の要綱を、 効力を 有するも のと 見なし て適用するこ と ができ るも のと する。  
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２ 検討経緯 

(1)検討体制 

 本計画は、 学識経験者、 事業者、 町会関係者、 公募市民等で構成する「 狛江市かわまちづ

く り 計画策定協議会」 を中心に、 以下に示す体制で策定し まし た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)検討経緯 

年 開催月日 会議等 議題 

令和４(2022)年度 

令和４年 
(2022 年) 

 7 月 28 日 第１回庁内検討委員会 

  副委員長の選出について 

  狛江市かわまちづくり計画の策定について 

  多摩川利活用基本計画について 

  市民アンケート調査及び基礎踏査の実施について 

  狛江市未来戦略会議について 

 8 月 8 日 第１回協議会 

  委嘱状伝達、委員自己紹介、事務局紹介 

  委員長・副委員長の選出 

  市長挨拶・諮問 

  委員会の進め方について 

  かわまちづくり計画について 

  狛江市多摩川利活用基本計画について 

  スケジュールについて 

  アンケート調査及び基礎調査の実施について 

  狛江市未来戦略会議について 

 10 月 11 日 
～ 

 11 月 10 日 
市民アンケート調査 

 

市長 

狛江市多摩川利活用等 
庁内検討委員会 

狛江市かわまちづくり計画 
策定協議会 

市民 

指示 報告 

諮問 

答申 

連携 

意見 
 アンケート、ヒアリング 
 パブリックコメント、市民説明会 
 

参加 
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年 開催月日 会議等 議題 

令和４年 
(2022 年) 

 10 月 16 日 
～ 

 11 月 5 日 
多摩川利用者アンケート調査 

 10 月 17 日 
～ 

 11 月 14 日 
小中学生アンケート調査 

 11 月 7 日 第２回庁内検討委員会 

  第１回協議会の結果確認について 

  全体スケジュールについて 

  アンケート調査等の実施状況について 

  基礎調査結果について 

  狛江市未来戦略会議「多摩川周辺エリア・未来デザインノート」について 

  多摩川及び多摩川河川敷の課題及び整備の方向性(たたき台)について 

  かわまちづくりの事例紹介について 

  今後に向けて 

 11 月 17 日 第２回協議会 

  前回(第１回)協議会のおさらい 

  全体スケジュールについて 

  アンケート調査等の実施状況について 

  基礎調査結果について 

  狛江市未来戦略会議「多摩川周辺エリア・未来デザインノート」について 

  多摩川及び多摩川河川敷の課題及び整備の方向性(たたき台)について 

  かわまちづくりの事例紹介について 

  今後に向けて 

 11 月 21 日 
～ 

 2 月 7 日 
関係団ヒアリング調査 

令和５年 
(2023 年) 

 1 月 16 日 
～ 

 1 月 26 日 
高校生アンケート調査 

 1 月 17 日 第３回庁内検討委員会 

  第２回協議会の結果確認について 

  全体スケジュールについて 

  アンケート調査等の結果(速報)について 

  多摩川及び多摩川河川敷の課題及び整備の方向性について 

  基本理念と基本方針(案)について 

 1 月 25 日 第３回協議会 

  前回(第２回)協議会のおさらい 

  全体スケジュールについて 

  アンケート調査等の結果(速報)について 

  多摩川及び多摩川河川敷の課題及び整備の方向性について 

  基本理念と基本方針(案)について 

 3 月 22 日 第４回庁内検討委員会 

  第３回協議会の結果確認について 

  全体スケジュールについて 

  市民アンケート調査の結果について 

  基本理念と基本方針について 

 3 月 30 日 第４回協議会 

  前回(第３回)協議会のおさらい 

  全体スケジュールについて 

  市民アンケート調査の結果等について 

  基本理念と基本方針について 
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年 開催月日 会議等 議題 

令和５(2023)年度 

令和５年 
(2023 年) 

 5 月 22 日 協議会（現地視察：多摩川左岸） 

 6 月 7 日 第１回庁内検討委員会 

  第４回協議会の結果確認ついて 

  全体スケジュールについて 

  基本理念、基本方針の確認について 

  取組内容について 

  多摩市視察について 

 6 月 26 日 第５回協議会 

  前回(第４回)協議会のおさらい 

  全体スケジュールについて 

  基本理念、基本方針の確認について 

  取組内容について 

  多摩市視察について 

 7 月 31 日 協議会（事例視察：多摩市聖蹟桜ヶ丘かわまちづくり） 

 8 月 17 日 第２回庁内検討委員会 

  第５回協議会の結果確認について 

  全体スケジュールについて 

  取組内容(ハード整備・ソフト施策)及び取組スケジュールについて 

  数値目標について 

  推進体制と推進管理体制について 

 8 月 30 日 第６回協議会 

  前回(第５回)協議会のおさらい 

  全体スケジュールについて 

  取組内容(ハード整備・ソフト施策)及び取組スケジュールについて 

  数値目標について 

  推進体制と推進管理体制について 

 10 月 4 日 第３回庁内検討委員会 

  第６回協議会の結果確認について 

  全体スケジュールについて 

  かわまちづくり計画(案)について 

  パブリックコメントおよび市民説明会の実施について 

 10 月 19 日 第７回協議会 

  前回(第６回)協議会のおさらい 

  全体スケジュールについて 

  かわまちづくり計画(案)について 

  パブリックコメントおよび市民説明会の実施について 

 12 月 1 日 
～ 

 1 月 5 日 
パブリックコメント 

 12 月 9 日 
  14 日 

市民説明会 

令和６年 

(2024 年) 

 2 月 9 日 第４回庁内検討委員会 

  第７回協議会の結果確認について 

  全体スケジュールについて 

  狛江市かわまちづくり計画(素案)の修正箇所について 

  パブリックコメントおよび市民説明会の結果について 

  狛江市かわまちづくり計画(最終版)について 

 2 月 20 日 第８回協議会 

  前回(第７回)協議会のおさらい 

  全体スケジュールについて 

  狛江市かわまちづくり計画(素案)の修正箇所について 

  パブリックコメントおよび市民説明会の結果について 

  狛江市かわまちづくり計画(最終版)について 
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３ 委員名簿 

(1)狛江市かわまちづくり計画策定協議会 

狛江市かわまちづくり計画策定協議会委員名簿 （敬称略） 

役職 委員名 所属など 

委員長 上山 肇 法政大学大学院政策創造研究科教授 

副委員長 二井 昭佳 国士舘大学理工学部まちづくり学系教授 

委員 小川 浩志 狛江市観光協会 

小越 栄美子 狛江市商工会 

池田 まり子 和泉多摩川商店街振興組合 

山口 巧 株式会社小田急ＳＣディベロップメント 

本橋 文武 多摩川漁業組合狛江支部 

岩間 正隆 猪方町会 

倉山 裕治 パーク・ハイム狛江管理組合法人 

由井 敏雄 公募市民 

新屋 信隆 公募市民 

絹山 博史 公募市民 

門井 淳 狛江市環境部長 

オブザーバー 堀越 直哉 国土交通省 関東地方整備局京浜河川事務所 河川環境課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回協議会の様子（令和４(2022)年８月８日） 現地視察の様子（令和５(2023)年５月 22 日） 
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(2)狛江市多摩川利活用等庁内検討委員会 

狛江市多摩川利活用等庁内検討委員会委員名簿 

役職 職名 氏名 

委員長 環境政策課長 秋山 尊利 

副委員長 地域活性課長 矢野 裕之 

委員 政策室長 冨田 泰 

未来戦略室長 銀林 悠 

安心安全課長 
立道 雅央（R4.9.30 まで） 
鈴木 弘貴（R4.10.1 から） 

児童育成課長 三宅 哲 

まちづくり推進課長 松野 貴洋 

道路交通課長 
遠藤 克哉（R5.3.31 まで） 
一瀬 隆文（R5.4.1 から） 

社会教育課長 鎌谷 京子 
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４ パブリックコメントと市民説明会 

(1)パブリックコメント 

パブリックコメントの実施概要 

項目 内容 

実施期間 令和５(2023)年 12 月１日（金）～ 令和６(2024)年１月５日（金）（36 日間） 

周知方法 

広報こまえ(12 月 1日号) 

市ホームページ 

SNS 

チラシ配布 

提出方法 

環境政策課への書面による提出 

郵便による送付 

電子メールによる送信 

専用フォームによる送信 

対象者 市内在住・在学・在勤者 

結果 
提出者数：９名 

意見等件数：21 件 

 

(2)市民説明会 

市民説明会の実施概要 

項目 内容 

実施日時 

■第１回 日時：令和５(2023)年 12 月９日（土） 午後１時～ 

     場所：市役所防災センター４階会議室      

■第２回 日時：令和５(2023)年 12 月 14 日（木） 午後７時～ 

     場所：市役所防災センター４階会議室 

周知方法 

広報こまえ(12 月 1日号) 

市ホームページ 

SNS 

チラシ配布 

結果 

■第１回 参加者数：５名 

     意見等件数：９件 

■第２回 参加者数：１名 

     意見等件数：８件 
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